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坂戸市 富士見市 八潮市 鳩山町 美里町 川崎市 桐生市

(定義)
第２条　この条例において
「市政運営上の重要事項」
とは、市が行う事務のう
ち、市民に直接その賛否を
問う必要があると認められ
る事項であって、市及び市
民全体に直接の利害関係を
有するものをいう。ただ
し、次に掲げる事項を除
く。
(1) 市の権限に属さない事
項
(2) 議会の解散その他法令
の規定に基づき市民投票を
行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地
域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財
務に関する事項
(5) 前各号に定めるものの
ほか、市民投票に付するこ
とが適当でないと明らかに
認められる事項

(定義)
第2条　この条例において
「町政運営上の重要事項」
とは、町が行う事務のう
ち、町民に直接その賛否を
問う必要があると認められ
る事案であって、町及び町
民全体に直接の利害関係を
有するものをいう。ただ
し、次の各号に掲げる事項
を除く。
(1) 町の権限に属さない事
項
(2) 議会の解散その他法令
の規定に基づき住民投票を
行うことができる事項
(3) もっぱら特定の町民又
は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財
務に関する事項
(5) 前各号に定めるものの
ほか、住民投票に付するこ
とが適当でないと明らかに
認められる事項

(住民投票に付することが
できる重要事項)
第２条　住民投票に付する
ことができる市政運営上の
重要事項(以下「重要事
項」という。)とは、市が
行う事務のうち、市民に直
接その賛否を問う必要があ
ると認められる事案であっ
て、市及び市民全体に直接
の利害関係を有するものを
いう。ただし、次に掲げる
ものを除く。
(1)　市の機関の権限に属
さない事項
(2)　法令の規定に基づき
住民投票を行うことができ
る事項
(3)　特定の市民又は地域
にのみ関係する事項
(4)　市の組織、人事及び
財務の事務に関する事項
(5)　前各号に定めるもの
のほか、住民投票に付する
ことが適当でないと明らか
に認められる事項

(条例の制定又は改廃に係
る住民請求の特例)
第４条　条例の制定又は改
廃に係る住民請求は、地方
自治法第74条第1項の規
定による条例の制定又は改
廃の請求を行った場合にお
いて、同条第3項の結果に
不服があるときについての
み行うことができる。

（市政に係る重要事項）
第２条 住民投票に付する
ことができる市政に係る重
要事項（以下「重要事項」
という。）は、現在又は将
来の住民の福祉に重大な影
響を与え、又は与える可能
性のある事項であって、住
民の間又は住民、議会若し
くは市長の間に重大な意見
の相違が認められる状況そ
の他の事情に照らし、住民
に直接その賛成又は反対を
確認する必要があるものと
する。
２ 前項に定めるもののほ
か、既に住民投票に付され
た事項又は議会若しくは市
長その他の執行機関により
意思決定が行われた事項に
あっては、改めて住民に直
接その賛成又は反対を確認
することが必要とされる特
別な事情が認められるもの
でなければならない。
３ 前２項の規定にかかわ
らず、次に掲げる事項は、
重要事項としない。
⑴ 法令の規定に基づいて
住民投票を行うことができ
る事項
⑵ 住民投票を実施するこ
とにより、特定の個人又は
団体、特定の地域の住民等
の権利等を不当に侵害する
おそれのある事項
⑶ 専ら特定の地域に関す
る事項
⑷ 市民（川崎市自治基本
条例第３条第１号に規定す
る市民をいう。以下同
じ。）が納付すべき金銭の
額の増減を専ら対象とする
事項
⑸ その他住民投票に付す
ることが適当でないと認め
られる事項

住民投票条例の重要項目に関する他市町の規定

【住民投票に付すことができる事項】

（住民投票に付すことがで
きる重要事項）
第２条　住民投票に付すこ
とができる市政運営上の重
要事項（以下「重要事項」
という。）は、市が処理す
る事務のうち、市民に直接
賛否を問う必要があると認
められる事項であって、市
及び市民全体に直接利害関
係を有するものをいう。た
だし、次に掲げるものを除
く。
(１)　法令の規定に基づき
住民投票を行うことができ
る事項
(２)　専ら特定の市民又は
地域にのみ関係する事項
(３)　市の組織、人事及び
財務に関する事項
(４)　地方税の賦課徴収並
びに分担金、使用料及び手
数料の徴収に関する事項
(５)　前各号に定めるもの
のほか、住民投票に付する
ことが適当でないと市長が
認める事項

(市政に係る重要な事項)
第２条　住民投票に付する
市政に係る重要な事項は、
現在又は将来の住民の福祉
に重大な影響を与え、又は
与える可能性のある事項で
あって、住民の間又は住
民、議会若しくは市長の間
に重大な意見の相違が認め
られる状況その他の事情に
照らし、住民に直接その賛
否を問う必要があるものと
する。
２　前項の規定にかかわら
ず、次に掲げる事項は、住
民投票に付することができ
ない。
(1)　市議会の解散、本市
の議会の議員又は市長の解
職その他法令の規定に基づ
いて投票を実施することが
できる事項
(2)　住民投票を実施する
ことにより、特定の個人又
は団体、特定の地域の住民
等の権利又は利益を不当に
侵害するおそれのある事項
(3)　市税の賦課徴収及び
分担金、使用料、手数料そ
の他金銭の徴収に関する事
項
(4)　その他住民投票に付
することが適当でないと認
められる事項

(定義)
第２条　この条例において
「町政運営に重大な影響を
与える事項」とは、町が行
う事務のうち、住民に直接
その賛否を問う必要がある
と認められる事案であっ
て、町及び住民全体に直接
の利害関係を有するものを
いう。ただし、次に掲げる
事項を除く。
(1)　国、県及び他の自治
体の権限等町の権限に属さ
ない事項
(2)　議会の解散・議員の
解職・町長の解職等、法令
の規定に基づき住民投票を
行うことができる事項
(3)　もっぱら特定の住民
又は地域にのみ関係する事
項
(4)　町の組織、人事及び
財務に関する事項
(5)　前各号に定めるもの
のほか、総合的・長期的な
検討をする必要があるも
の、非常に高度で専門的・
技術的な内容を含むもの、
公序良俗に反するもの、基
本的人権を侵害する恐れが
あるもの、多様な可能性が
存在し単純に賛否を問うこ
とが適当でないもの、投票
結果の実現可能性が乏しい
もの等、住民投票に付する
ことが適当でないと明らか
に認められる事項

(条例の制定又は改廃に係
る市民請求の特例)
第４条　条例の制定又は改
廃に係る市民請求は、地方
自治法第74条第1項の規
定による条例の制定又は改
廃の請求を行った場合にお
いて、同条第3項の結果に
不服があるときについての
み行うことができる。

(条例の制定又は改廃に係
る町民請求の特例)
第4条　条例の制定又は改
廃に係る町民請求は、地方
自治法第74条第1項の規
定による条例の制定又は改
廃の請求を行った場合にお
いて、同条第3項の結果に
不服があるときについての
み行うことができる。
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(投票資格者)
第８条　市民投票の投票権
を有する者(以下「投票資
格者」という。)は、公職
選挙法第9条第2項に規定
する市議会の議員及び市長
の選挙権を有する者とす
る。

(投票資格者)
第５条　住民投票の投票権
を有する者(以下「投票資
格者」という。)は、公職
選挙法(昭和25年法律第
100号)第9条第2項に規
定する桐生市の議会の議員
及び長の選挙権を有するも
のであって、規則で定める
投票資格者名簿に登録され
ているものとする。

住民投票条例の重要項目に関する他市町の規定

【投票資格者】

（投票資格者）
第５条　住民投票の投票の
資格を有する者（以下「投
票資格者」という。）は、
公職選挙法（昭和25年法
律第100号）第９条第２
項に規定する坂戸市の議会
の議員及び長の選挙権を有
する者とする。ただし、公
職選挙法第11条第１項及
び第２項に該当し選挙権を
有しない者については、投
票の資格を有しないものと
する。

(投票資格者)
第３条　住民投票の投票権
を有する者(以下「投票資
格者」という。)は、本市
の議会の議員及び市長の選
挙権を有する者とする。

(投票資格者)
第８条　住民投票の投票権
を有する者(以下「投票資
格者」という。)は、次の
各号のいずれかに該当する
者とする。
(1)　年齢満18年以上の日
本国籍を有する者で、引き
続き3月以上鳩山町に住所
を有するもの
(2)　年齢満18年以上の永
住外国人で、引き続き3月
以上鳩山町に住所を有する
もの
２　前項第2号に規定する
「永住外国人」とは、次の
各号のいずれかに該当する
者をいう。
(1)　出入国管理及び難民
認定法(昭和26年政令第
319号)別表第2の上欄の
永住者の在留資格をもって
在留する者
(2)　日本国との平和条約
に基づき日本の国籍を離脱
した者等の出入国管理に関
する特例法(平成3年法律
第71号)に定める特別永住
者

（投票資格者）
第３条 住民投票の投票権
を有する者（以下「投票資
格者」という。）は、本市
の区域内に住所を有する年
齢満１８年以上の者であ
り、かつ、本市に住民票が
作成された日（他の市町村
（特別区を含む。）から本
市の区域内に住所を移した
者で住民基本台帳法（昭和
４２年法律第８１号）第２
２条の規定により届出をし
たものについては、当該届
出をした日）から引き続き
３箇月以上本市の住民基本
台帳に記録されている者で
あって、次の各号のいずれ
かに該当するものとする。
⑴ 日本の国籍を有する者
⑵ 日本の国籍を有しない
者であって、日本国との平
和条約に基づき日本の国籍
を離脱した者等の出入国管
理に関する特例法（平成３
年法律第７１号）に定める
特別永住者又は出入国管理
及び難民認定法（昭和２６
年政令第３１９号）別表第
１若しくは別表第２に規定
する在留資格をもって在留
し、かつ、本邦において住
民票が作成された日から引
き続き３年を超えて住民基
本台帳に記録されているも
の（同表の永住者の在留資
格をもって在留する者に
あっては、３年を超えて住
民基本台帳に記録されてい
ることを要しない。）

(投票資格者)
第8条　住民投票の投票権
を有する者(以下「投票資
格者」という。)は、次の
各号のいずれかに該当する
者とする。
(1) 年齢満18年以上の日
本国籍を有する者で、引き
続き3月以上美里町に住所
を有する者とする。
(2) 年齢満18年以上の永
住外国人で、引き続き3月
以上美里町に住所を有する
者とする。
２　前項第2号に規定する
「永住外国人」とは、次の
各号のいずれかに該当する
者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認
定法(昭和26年政令第
319号)別表第2の上欄の
永住者の在留資格をもって
在留する者
(2) 日本国との平和条約に
基づき日本の国籍を離脱し
た者等の出入国管理に関す
る特例法(平成3年法律第
71号)に定める特別永住者
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(市民からの請求による住
民投票)
第６条　投票資格者は、規
則で定めるところにより、
その総数の6分の1以上の
者の連署をもって、その代
表者から、市長に対して、
重要事項について住民投票
を実施することを請求する
ことができる。
２　市長は、前項の規定に
よる市民からの請求があっ
たときは、住民投票を実施
しなければならない。

住民投票条例の重要項目に関する他市町の規定

【請求資格者】及び【請求の要件】

（住民投票の請求）
第６条　投票資格者は、規
則で定めるところにより、
その総数の６分の１以上の
者の連署をもって、その代
表者から、市長に対して書
面により重要事項について
住民投票を請求することが
できる。

（発議又は請求）
第４条 投票資格者は、そ
の総数の１０分の１以上の
者の連署をもって、住民投
票を発議し、その代表者か
ら、市長に対し、その実施
を請求することができる。
２ 議会は、議決により住
民投票を発議し、市長に対
し、その実施を請求するこ
とができる。この場合にお
いて、議案を提出するに当
たっては、議員の定数の１
２分の１以上の者の賛成が
なければならない。
３ 市長は、自ら住民投票
を発議することができる。

(市民投票の請求及び発議)
第３条　公職選挙法(昭和
25年法律第100号)第19
条に規定する選挙人名簿の
登録が行われた日において
当該選挙人名簿に登録され
ている者は、市政運営上の
重要事項について、その総
数の5分の1以上の者の連
署をもって、その代表者か
ら、市長に対して書面によ
り市民投票を請求すること
ができる。
２　前項に規定する署名に
関する手続等は、地方自治
法(昭和22年法律第67号)
第74条第6項から第9項ま
で、第74条の2第1項から
第6項まで及び第74条の3
第1項から第3項までの規
定の例によるものとする。
３　市議会は、議員の定数
の3分の1以上の者の賛成
を得て議員提案され、か
つ、出席議員の過半数の賛
成により議決された市政運
営上の重要事項について、
市長に対して書面により市
民投票を請求することがで
きる。
４　市長は、市政運営上の
重要事項について、自ら市
民投票を発議することがで
きる。

(住民投票の請求及び発議)
第３条　公職選挙法(昭和
25年法律第100号)第19
条に規定する選挙人名簿の
登録が行なわれた日におい
て当該選挙人名簿に登録さ
れている者(以下「選挙
人」という。)は、町政運
営に重大な影響を与える事
項について、その総数の3
分の1以上の者の連署を
もって、その代表者から、
町長に対して書面により住
民投票を請求することがで
きる。
２　前項に規定する署名に
関する手続等は、地方自治
法(昭和22年法律第67号)
第74条第6項から第8項ま
で、第74条の2第1項から
第6項まで及び第74条の3
第1項から第3項までの規
定の例によるものとする。
３　町議会は、議員の定数
の3分の1以上の者の賛成
を得て議員提案され、か
つ、出席議員の過半数の賛
成により議決された町政運
営に重大な影響を与える事
項について、町長に対して
書面により住民投票を請求
することができる。
４　町長は、町政運営に重
大な影響を与える事項につ
いて、自ら住民投票を発議
することができる。

(住民投票の請求及び発議)
第3条　第10条の規定に
よる投票資格者名簿の登録
が行われた日において当該
投票資格者名簿に登録され
ている者は、町政運営上の
重要事項について、その総
数の3分の1以上の者の連
署をもって、その代表者か
ら、町長に対して書面によ
り住民投票を請求すること
ができる。
２　前項に規定する署名に
関する手続等は、地方自治
法(昭和22年法律第67号)
第74条第7項から第9項ま
で、第74条の2第1項から
第6項まで及び第74条の3
第1項から第3項までの規
定の例によるものとする。
３　町議会は、議員の定数
の3分の1以上の者の賛成
を得て議員提案され、かつ
出席議員の過半数の賛成に
より議決された町政運営上
の重要事項について、町長
に対して書面により住民投
票を請求することができ
る。
４　町長は、町政運営上の
重要事項について、自ら住
民投票を発議することがで
きる。

(請求又は実施の形式)
第４条　八潮市自治基本条
例第28条第1項の規定に
よる請求(以下「住民請
求」という。)及び同条第
2項の規定による請求(以
下「議会請求」という。)
並びに同条第4項の規定に
よる実施(以下「市長発
議」という。)に当たって
は、住民投票に付そうとす
る事項について二者択一で
賛否を問う形式により行わ
なければならない。ただ
し、住民投票に付そうとす
る事項が二者択一により難
いものについては、3以上
の選択肢から1を選択する
形式によることができるも
のとする。
＊自治基本条例
(請求等)
第28条　本市の議会の議
員及び市長の選挙権を有す
る者は、その総数の4分の
1以上の者の連署をもっ
て、その代表者から市長に
対して住民投票の実施を請
求することができる。
2　市議会は、住民投票の
実施を議題とし、これを議
決したときは、市長に対し
てその実施を請求すること
ができる。
3　市長は、前2項の規定
による請求があったとき
は、住民投票を実施しなけ
ればならない。
4　前項に規定するものの
ほか、市長は、自ら住民投
票を実施することができ
る。
5　住民投票について必要
な事項は、別に条例で定め
る。
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(住民投票の成立要件等)
第１０条　住民投票は、一
の事項について投票した者
の総数が当該住民投票の投
票資格者数の2分の1に満
たないときは、成立しない
ものとする。この場合にお
いて、開票作業その他の作
業は行わない。

住民投票条例の重要項目に関する他市町の規定

【市民投票の成立要件】

（住民投票の成立要件）
第13条　住民投票は、１
つの事項について投票した
者の総数が当該住民投票の
投票資格者数の２分の１に
満たないときは、成立しな
いものとする。

規定なし。(市民投票の成立要件等)
第２０条　市民投票は、1
の事案について投票した者
の総数が当該市民投票の投
票資格者数の3分の1に満
たないときは、成立しない
ものとする。この場合にお
いては、開票作業その他の
作業は行わない。

(住民投票の成立要件等)
第２２条　住民投票は、1
の事案について投票した者
の総数が当該住民投票の投
票資格者数の2分の1に満
たないときは、成立しない
ものとする。この場合にお
いては、開票作業その他の
作業は行わない。
２　住民投票の結果は、有
効投票総数の過半数をもっ
て決するものとする。

(住民投票の成立要件等)
第21条　住民投票は、1
の事案について投票した者
の総数が当該住民投票の投
票資格者数の2分の1に満
たないときは、成立しない
ものとする。ただし、開票
は行う。

(住民投票の成立要件等)
第１９条　住民投票は、一
の住民投票に付された事項
について投票した者の総数
が当該住民投票の投票資格
者の総数の2分の1に満た
ないときは、成立しないも
のとする。この場合におい
て、当該投票における開票
作業その他の作業は行わな
いものとする。
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(投票結果の尊重)
第１３条　市民、市議会及
び市長は、住民投票の投票
結果を尊重しなければなら
ない。

住民投票条例の重要項目に関する他市町の規定

【投票結果の尊重】

（投票結果の尊重）
第15条　市民、市議会及
び市長は、住民投票の結果
を尊重しなければならな
い。

（結果の尊重）
第２８条 議会及び市長
は、住民投票の結果を尊重
する。

(投票結果の尊重)
第２３条　市議会及び市長
は、市民投票の結果及び前
条により把握された意思を
尊重しなければならない。

(投票結果の尊重)
第２４条　住民、町議会及
び町長は、住民投票の結果
を尊重しなければならな
い。

(投票結果の尊重)
第23条　町議会及び町長
は、住民投票が成立したと
きはその結果により把握さ
れた意思を尊重する。

特に規定なし。
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(請求の制限期間)
第１２条　この条例による
住民投票が実施された場合
には、前条の規定による告
示の日から2年間は、同一
の事項又は当該事項と同旨
の事項について、第6条第
1項の規定による請求を行
うことができない。

住民投票条例の重要項目に関する他市町の規定

【同一事案の再請求を制限する期間】

（住民投票の請求の制限期
間）
第16条　住民投票の請求
は第14条の告示がされた
日から２年が経過するまで
の間は、同一の事項又は当
該事項と同旨の事項につい
て請求を行うことができな
い。

第４条
＊第１項から第３項省略
４ 前３項の規定にかかわ
らず、既に発議に係る手続
が開始されている場合にお
いては、当該発議に係る住
民投票の手続が行われてい
る間は、何人も、当該住民
投票に付そうとされ、又は
付されている事項と実質的
に同一と認められる事項に
ついて、住民投票を発議す
ることができない。

(市民請求等の制限期間)
第２４条　この条例による
市民投票が実施された場合
(第20条の規定により市民
投票が成立しなかった場合
を除く。)には、その結果
が告示されてから2年が経
過するまでの間は、同一の
事案又は当該事案と同旨の
事案について市民請求等を
行うことができないものと
する。

(住民請求等の制限期間)
第２５条　この条例による
住民投票が実施された場合
には、第23条の告示の日
から2年間は、同一の事案
又は当該事案と同旨の事案
について住民請求等を行う
ことができないものとす
る。

(住民請求等の制限期間)
第24条　この条例による
住民投票が実施された場合
(第21条の規定により住民
投票が成立しなかった場合
を除く。)には、その結果
が告示されてから2年が経
過するまでの間は、同一の
事案又は当該事案と同旨の
事案について町民請求等を
行うことができないものと
する。

(再請求等の制限期間)
第２１条　この条例による
住民投票が実施された場合
には、前条第1項の規定に
よる告示がされた日の翌日
から起算して2年が経過す
るまでの間は、同一の事項
又は当該事項と同趣旨の事
項について住民請求、議会
請求及び市長発議を行うこ
とができない。


